
(第 1条 関係 )寒 川町 職員 安 全 衛生 管 理規 程新 旧 対 照表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 12条  (略 ) 第 12条  (略 ) 

2 (略 ) 2 (略 ) 

3 定 期 健康 診 断は 、毎 年 1回 以上 す べて

の 職 員 につ い て行 い、 特 別 健康 診 断

は 、 町 長が 必 要と 認め た 場 合に つ いて

行 う 。  

3 定 期 健康 診 断は 、毎 年 1回 以上 全 て＿

の 職 員 につ い て行 い、 特 別 健康 診 断

は 、 町 長が 必 要と 認め た 場 合に つ いて

行 う 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

別 表 第 1(第 5条 関係 ) 別 表 第 1(第 5条 関係 ) 

号  事 業 所  部 門 総 括安

全 衛 生 管理

者  

(略 ) 

3 学 校 給 食調 理 場 ＿  教 育 次 長  

(略 ) 
 

号  事 業 所  部 門 総 括安

全 衛 生 管理

者  

(略 ) 

3 学 校 給 食セ ン ター  教 育 次 長  

(略 ) 
 

別 表 第 2(第 6条 、第 8条 関 係 ) 別 表 第 2(第 6条 、第 8条 関 係 ) 

号  事 業 所  安 全 管 理

者  

衛 生

管 理

者  

(略 ) 

3 学 校 給 食調 理 場 ＿  教 育 施 設

給 食 課 長  

〃  

(略 ) 

6 そ の 他 の事 業 所  総 務 課 長  〃  
 

号  事 業 所  安 全 管 理

者  

衛 生

管 理

者  

(略 ) 

3 学 校 給 食セ ン ター  教 育 施 設

給 食 課 長  

〃  

(略 ) 

6 そ の 他 の事 業 所  人 事 課 長  〃  
 



別 表 第 3(第 14条、 第 18条 、 第 20条 関 係 ) 別 表 第 3(第 14条、 第 18条 、 第 20条 関 係 ) 

号  
事 業

所  
委 員  

庶

務  

1 美 化

セ ン

タ ー  

部 門 総

括 安 全

衛 生 管

理 者  

安 全 管

理 者  

衛 生 管

理 者  

資 源 廃

棄 物 担

当 の 主

幹 、 副

主 幹 又

は 主 査  

美 化 セ

ン タ ー

場 長  

職

員

労

働

組

合

推

せ

ん

の

委

員  

3

人  

環

境

課  

2 広 域

リ サ

イ ク

ル セ

ン タ

ー  

資 源 廃

棄 物 担

当 の 主

幹 、 副

主 幹 又

は 主 査  

広 域 リ

サ イ ク

ル セ ン

タ ー 場

長  

3

人  

環

境

課  

3 学 校

給 食

調 理

場 ＿  

教 育 施

設 給 食

課 教 育

施 設 担

当 の 主

幹 、 副

主 幹 又

は 主 査

＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿         

＿  

 

 

 

＿  

3

人  

教

育

施

設

・

給

食

課  

号  
事 業

所  
委 員  

庶

務  

1 美 化

セ ン

タ ー  

部 門 総

括 安 全

衛 生 管

理 者  

安 全 管

理 者  

衛 生 管

理 者  

資 源 廃

棄 物 担

当 の 主

幹 、 副

主 幹 又

は 主 査  

美 化 セ

ン タ ー

場 長  

職

員

労

働

組

合

推

せ

ん

の

委

員  

3

人  

環

境

課  

2 広 域

リ サ

イ ク

ル セ

ン タ

ー  

資 源 廃

棄 物 担

当 の 主

幹 、 副

主 幹 又

は 主 査  

広 域 リ

サ イ ク

ル セ ン

タ ー 場

長  

3

人  

環

境

課  

3 学 校

給 食

セ ン

タ ー  

教 育 施

設 給 食

課 学 校

給 食 担

当 の 主

幹 、 副

主 幹 又

は 主 査  

学 校 給

食 セ ン

タ ー の

所 長 、

主 幹 、

副 主 幹

又 は 主

査  

3

人  

教

育

施

設

給

食

課

＿  



4 ひ ま

わ り

教 室  

子 ど も

家 庭 担

当 の 主

幹 、 副

主 幹 又

は 主 査  

職

員

労

働

組

合

推

せ

ん

の

委

員  

2

人  

子

育

て

支

援

課  

5 教 育

委 員

会 (3

の 項

に 掲

げ る

事 業

所 を

除

く 。

) 

学 校 教

育 課 長  

4

人  

教

育

政

策

課  

6 そ の

他 の

事 業

所  

ス ポ ー

ツ 課 長  

道 路 課

長  

環 境 課

長  

4

人  

総

務

課  

 

4 ひ ま

わ り

教 室  

子 ど も

家 庭 担

当 の 主

幹 、 副

主 幹 又

は 主 査  

2

人  

子

育

て

支

援

課  

5 教 育

委 員

会 (3

の 項

に 掲

げ る

事 業

所 を

除

く 。

) 

学 校 教

育 課 長  

4

人  

教

育

政

策

課  

6 そ の

他 の

事 業

所  

ス ポ ー

ツ 課 長  

道 路 課

長  

環 境 課

長  

4

人  

人

事

課  

 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

(第 2条 関係 )寒 川町 職員 被 服 貸与 規 程新 旧対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 7条  被貸 与 者は 、 善 良 な 管理 者 の注 意

を も つ て貸 与 品の 使用 保 管 の責 に 任ず

る ほ か 、補 修 、洗 たく そ の 他貸 与 品の

保 存 上 必要 な 処置 は、 特 に 町長 の 承認

を 得 た 場合 を 除き 、 す べ て 自己 の 負担

に お い て行 う もの とす る 。  

第 7条  被貸 与 者は 、善 良 な 管理 者 の注 意

を も つ て貸 与 品の 使用 保 管 の責 に 任ず

る ほ か 、補 修 、洗 たく そ の 他貸 与 品の

保 存 上 必要 な 処置 は、 特 に 町長 の 承認

を 得 た 場合 を 除き 、 全 て ＿ 自己 の 負担

に お い て行 う もの とす る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 9条  被 貸 与 者 は 、 貸 与 品 を 亡 失 又 は き

損 し た と き は 、 速 や か に 町 長 に そ の 旨

を 届 け なけ れ ばな らな い 。  

第 9条  被 貸 与 者 は 、 貸 与 品 を 亡 失 又 は 毀

損 し た と き は 、 速 や か に 町 長 に そ の 旨

を 届 け なけ れ ばな らな い 。  



2  前 項 の 亡 失 又 は き 損 が や む を 得 な い 理

由 に よ る も の で あ り 、 代 替 品 を 貸 与 す

る こ と が 必 要 で あ る と 町 長 が 認 め た と

き は 、 再 貸 与 す る こ と が で き る 。 た だ

し 、 こ の 亡 失 等 が 故 意 又 は 重 大 な 過 失

に よ る も の で あ る と 町 長 が 認 め た と き

は 、 被 貸 与 者 は 、 町 長 が 代 替 品 の 価 格

を 限 度 と し て 定 め る 額 を 弁 償 し な け れ

ば な ら ない 。  

2  前 項 の 亡 失 又 は 毀 損 が や む を 得 な い 理

由 に よ る も の で あ り 、 代 替 品 を 貸 与 す

る こ と が 必 要 で あ る と 町 長 が 認 め た と

き は 、 再 貸 与 す る こ と が で き る 。 た だ

し 、 こ の 亡 失 等 が 故 意 又 は 重 大 な 過 失

に よ る も の で あ る と 町 長 が 認 め た と き

は 、 被 貸 与 者 は 、 町 長 が 代 替 品 の 価 格

を 限 度 と し て 定 め る 額 を 弁 償 し な け れ

ば な ら ない 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

別 表 (第 2条 関 係 ) 別 表 (第 2条 関 係 ) 

被 貸 与 者  貸 与 品  数

量  

貸

与

期

間  

(

年

) 

課 等

名  

担 当

名  

職 種  

(略 ) 

学 校

教 育  

(略 ) 

(加 え る ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被 貸 与 者  貸 与 品  数

量  

貸

与

期

間  

(

年

) 

課 等

名  

担 当

名  

職 種  

(略 ) 

学 校

教 育  

(略 ) 

教 育

施 設

給 食  

教 育

施 設  

事 務  事 務 服  1 4 

作 業 服

(上 下 ) 

1 4 

防 寒 服  1 8 

学 校

給 食  

事 務  事 務 服  1 4 

作 業 服

(上 下 ) 

1 4 

学 校

給 食

セ ン

タ ー  

事 務  事 務 服  1 4 

作 業 服

(上 下 ) 

1 4 

防 寒 服  1 8 

栄 養

士  

調 理 ぐ

つ  

2 1 



 

 

 

 

学 校  事 務  事 務 服  1 4 

栄 養

士  

白 衣  2 1 

調 理 衣  1 1 

ゴ ム 前

掛  

1 1 

長 ぐ つ  1 1 

調 理

員  

調 理 衣  2 1 

ゴ ム 前

掛  

1 1 

長 ぐ つ  2 1 

施 設

作 業

員  

庁 務

作 業

員  

事 務 服  1 8 

作 業 服

(上 下 ) 

1 1 

防 寒 服  1 4 

(略 ) 
 

調 理

員  

調 理 ぐ

つ  

2 1 

長 ぐ つ  1 1 

学 校  事 務  事 務 服  1 4 

施 設

作 業

員  

庁 務

作 業

員  

事 務 服  1 8 

作 業 服

(上 下 ) 

1 1 

防 寒 服  1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略 ) 
 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

(改 正 附 則 )

現 行  改 正 案  

    附  則  

  こ の 訓 令 は 、 令 和 5年 8月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 


